
 
腐敗防止・独占禁止法（競争法） 

に関するグローバル・コンプライアンス 
～豊富な資料で海外主要国の腐敗防止法（１６か国）・独禁法（１２か国・ 

地域）の徹底比較解説と海外関連会社管理のコツ・チェックリストを紹介～ 
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 日本企業の海外進出が盛んになっていますが、昨今は、海外関連会社の不適切な管理のため、
日本の親会社に重大な責任が発生した事例も増えています。汚職や独禁法等、現地の特殊性に
応じた適切な管理が必要となっています。ところが、グローバル・コンプライアンスに対する
日系企業の意識は、欧米企業等に比べると、格段に低いままです。  

そこで、本セミナーでは、日系企業が苦手とするグローバル・コンプライアンスの意識を
高め、実効的な海外関連会社管理を行うべく、豊富な事例、リスク・マトリックス、具体的な
チェックリストなどを用意し分かり易く解説致します。  
 

１ 海外主要国の徹底的・横断的比較 
(1) 海外主要国の腐敗防止法制、腐敗防止実務の横断的比較 
(2) 海外主要国の独禁法制、実務の横断的比較 

 
２ 海外主要１６か国の腐敗防止規制とその横断的比較 

日・米・英・独・仏・中・インド・シンガポール・マレーシア・ベトナム・ 
インドネシア・タイ・フィリピン・ミャンマー・ブラジル・スリランカの腐敗防止規制 

 
３ 海外主要１２か国・地域の独禁法（競争法）規制とその横断的比較 

米国、ＥＵ、日本、中国、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール、インド、 

マレーシア、フィリピン、スリランカの独禁法の適用範囲・執行状況・リニエンシー等

の徹底比較・検討 
 

４ 各国の特殊性に応じた実効的なグローバル・コンプライアンス対策 
(1) 海外管理の現状認識とグローバル・コンプライアンス体制整備の重要性 

(2) リスク評価マトリックスによる海外腐敗防止・独禁法の徹底リスク分析 

(3) 海外子会社・関連会社の理想的な管理方法と派遣すべき人材 

(4)  Ｔｅａ Ｍｏｎｅｙ・カルテル防止・フォレンジック捜査の具体的対策 

(5) 利用すべき腐敗防止条項  

(6) 海外関連会社監査・エージェント利用・月餅供与等の各種チェックリスト  
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